
（様式仕-1）（治山工事共通特記仕様書第 1 条関係） 

 

  

 
令和 ４ 年度 

 

大井川地区（東河内 62 崩）直轄治山工事（R４補正） 
                                                     

                       特  記  仕  様  書  

                                                    

  第１条 適用 

この特記仕様書は、森林整備保全事業標準仕様書（以下「標準仕様書」という。）、治山工

事共通特記仕様書（以下「共通特記仕様書」という。）を補足する事項を示すものであり、

標準仕様書及び共通特記仕様書に優先する。本工事の施工にあたっては、「森林整備保全事

業工事標準仕様書」及び「治山工事共通特記仕様書」に基づき実施しなければならない。 

       

  第２条 保険の付保及び事故の補償に関する付則 

１．標準仕様書１-１-１-47 の５項に記載の建設業退職金共済制度のほか、林業退職金共済制

度 も含まれるものとする。 

なお、受注者が中小企業退職金制度に加入しており、被共済者が業務に従事する場合に

おいては、発注者用掛金収納書に代えて、中小企業退職金共済事業本部が発行する加入証明

書を発注者に提出するものとする。 

２．標準仕様書１-１-１-47「保険の付保及び事故の補償」第５項については、以下のとおり

読み替えることとする。 

   

 第３条 法定外の労災保険の付保 

     受注者は、本工事に従事する者の業務上の負傷等に対する補償に必要な金額を担保す 

るための保険契約（以下「法定外の労災保険」という。）に付さなければならない。な 

お、法定外の労災保険に係る保険料等の費用は、現場管理費率の中に計上されている。 

 

 第４条 遠隔地からの建設資材調達に係る設計変更について 

    治山工事共通特記仕様書第 15 条に記載のある各種資材について下表のとおりとする。 

   

              

資 材 名 規 格 調達地域等 

なし   

   

   

               

                                    

 

受注者は、建設業退職金共済制度に該当する場合は同制度に加入し、その掛金収納書
（発注者用）を工事請負契約締結後原則１カ月以内（電子申請方式による場合にあって
は、工事請負契約締結後原則 40 日以内）に、発注者に提出しなければならない。 

また、受注者は、建設業退職金共済制度について、建設キャリアアップシステムの活
用等により技能労働者等の就労状況を適切に把握し、これに基づく履行状況について、
工事完成後、速やかに掛金充当実績総括表を作成し、検査職員に提示しなければならな
い。 



第５条 三者会議 

本工事では、森林土木工事の施工段階における三者会議実施要領に基づいた三者会議

の実施を予定していないが、三者会議の実施が必要と判断する受注者は、発注者と協議

するものとする。 

 

第６条 現場環境の整備（快適トイレ） 

 快適トイレに要する費用については、当初は計上していない。 

受注者は、治山事業共通特記仕様書第 14 条１項に記載の内容を満たす快適トイレである

ことを示す書類を添付し、規格・基数等の詳細について監督職員と協議することとし、

精算変更時において、見積書を提出するものとする。 

ここに記載の【快適トイレに求める機能】（１）～（６）及び【付属品として備える

もの】（７）～（11）の費用については、従来品相当（10,000 円/月）を差し引いた

後、51,000 円／基・月を上限に設計変更の対象とする。 

なお、設計変更数量の上限は、男女別で各１基ずつ２基／工事（施工箇所）※までとす

る。 

また、運搬・設置費は共通仮設費（率）に含むものとし、２基／工事（施工箇所）※よ

り多く設置する場合や積算上限額を超える費用については、現場環境改善費（率）を想

定しており、別途計上は行わない。 

※「施工箇所が点在する工事の積算方法」を適用する工事等トイレを施工箇所に応

じて複数設置する必要性が認められる工事については、「工事」を「施工箇所」

に読み替え、個々の施工箇所で計上できるものとする。 

 

第７条 施工計画書の作成 

     受注者は、技術提案書を施工計画書に添付するものとする。 

 

第８条 情報共有システムの取組みについての評価について 

本条の取組みの実施に対し、情報通信技術（ICT）への取組みにより「受発注者間の

コミュニケーションの円滑化」「受発注者の事務負担の軽減」が図られるため、林野庁

工事成績評定要領（平成 10 年３月 31 日付け 10 林野管第 31 号林野庁長官通知）に基づ

く工事成績評定において、プラス評価を行う。 

 

第９条 遠隔臨場の取組みについての評価について 

本条の取組みの実施に対し、情報通信技術（ICT）への取組みにより「受発注者間の

コミュニケーションの円滑化」「受発注者の事務負担の軽減」が図られるため、林野庁

工事成績評定要領（平成 10 年３月 31 日付け 10 林野管第 31 号林野庁長官通知）に基づ

く工事成績評定において、プラス評価を行う。 

 

第 10 条 森林土木木製構造物暫定施工歩掛の使用について 

     森林整備保全事業標準仕様書 １-１-１-13「調査・試験に対する協力」において、同 

仕様書の各項に記載のある調査のほか、発注者の指示又は受注者の協議により森林土木 

木製構造物暫定施工歩掛を採用、施工した場合は、必ず歩掛等の検証のうえデータを記 

録し、発注者（監督職員経由）へ提出すること。 

 

第 11 条 ウィークリースタンス等の推進 

本工事は、受発注者協力のもと、建設業の魅力創出を図ることを目的にウィークリー

スタンス等の推進を図ることとし、下記の事項について工事着手前に受発注者間で共有

し、工事を進めていくこととする。 

１．打ち合わせ時間の配慮 

打ち合わせは、勤務時間内におこなう。 

２．資料作成依頼の配慮 

資料作成依頼は、休日等に資料を作成しなければならない状況が発生しないよう十  

分に配慮する。 



３．ワンデーレスポンスの再徹底 

問い合わせに対して、ワンデーレスポンスを徹底する。 

 

 

第 12 条 建設発生土の搬出先 

本工事による建設発生土の搬出は計画していない。 

 

 

第 13 条 森林整備保全事業工事仕様書に対する特記事項 

「森林整備保全事業工事標準仕様書」に対する特記事項は次のとおりとする。 

条 項 項 目 特  記  事  項 

 

1-1-1-28 

 

 

 

 

 

 

工事現場管理 

 

 

 

 

 

 

 工事表示又は工事を周知する掲示物「間伐材、合法材利

用促進工事」である旨を明記すること。なお、記載内容の

詳細については監督職員の指示によること。 

 

 


